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展示会における知的財産権の保護弁法（改正意見募集稿） 

 

第一章 総則 

 

第一条  

展示会期間中の知的財産権の保護を強化し、展示会業界の秩序を擁護し、展示会業界の

健全な発展を促進するために、「中華人民共和国対外貿易法」、「中華人民共和国専利法」、

「中華人民共和国商標法」、「中華人民共和国著作権法」及び関連する行政法規などに基づ

き、本弁法を制定する。 

 

第二条  

本弁法は、中華人民共和国の国内に開催される各種の経済技術貿易展覧会、展示即売会、

博覧会、交易会、展示会などの活動における専利、商標、版権の保護に適用する。 

 

第三条 

 展示会の管理部門は、展示会期間中における知的財産権の保護に対する調整、監督、検

査を強化するべく、展示会の正常な交易秩序を擁護しなければならない。 

 

第四条 

 展示会主催者は、法により知的財産権の権利者の合法的権益を擁護しなければならない。

展示会主催者は、出展募集を行なうときに、知的財産権関連において出展者に対する保護

や、出展項目（展示品、展示用看板及び関連の宣伝資料）の知的財産権状況に対する審査

を強化しなければならない。展示会期間中において、展示会主催者は、知的財産権行政管

理部門による知的財産権の保護活動に積極的に協力しなければならない。 

 展示会主催者は、出展者と出展期間中における知的財産権の保護に関する条項又は契約

を締結する方式で、展示会における知的財産権の保護活動を強化することができる。 

 

第五条 

 出展者は、合法的に出展するべく、他人の知的財産権を侵害してはならず、かつ知的財

産権行政管理部門又は司法部門による調査に協力しなければならない。 

 業種協会が出展を組織した場合、業種協会は展示会主催者、展示会の苦情機構、知的財

産権行政管理部門と協力して、知的財産権の保護活動を展開しなければならない。 

 

第二章 苦情処理 

 

第六条 

 展示会の期間が三日以上（三日を含む）の場合、展示会の管理部門が必要と認めるとき、

展示会主催者は、展示会期間中において知的財産権の苦情機構を設けなければならない。

苦情機構を設けた場合、展示会の主催地の知的財産権行政管理部門は、職員を展示会に派

遣し、かつ法により権利侵害事件を処理しなければならない。 

 苦情機構を設けていない場合、展示会主催地の知的財産権行政管理部門は、展示会にお

ける知的財産権の保護に対する指導、監督及び関連事件の処理を強化するべく、展示会主

催者は、展示会主催地の関連する知的財産権行政管理部門の連絡先、連絡方式などを、展
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示会場や展示館の顕著な位置で公表しなければならない。 

 

第七条 

 展示会における知的財産権苦情機構は、展示会主催者、展示会の管理部門、専利、商標、

版権など知的財産権行政管理部門からの人員からなるものとし、その職責は以下のような

ものを含む。 

（一） 知的財産権の権利者からの苦情を受け付け、知的財産権侵害の疑いがある展示品

による展示会期間中の展示を一時停止する 

（二） 関連する苦情資料を関連する知的財産権行政管理部門へ移送する 

（三） 苦情の処理を調整、督促する 

（四） 展示会における知的財産権の保護に関する情報を統計、分析する 

（五） その他の関連事項 

 

第八条 

 知的財産権の権利者は、展示会の苦情機構に苦情を申立てることができ、直接知的財産

権行政管理部門に苦情を申立てることもできる。権利者は苦情機構に苦情を申立てる場合、

以下のような資料を提出しなければならない。 

（一） 適法かつ有効な知的財産権の権利帰属証明。専利に係るときは、専利証、専利公

報、専利権者の身分証明書、専利のステータス状態証明を、商標に係るときは、

商標登録の証明文面（苦情申立人のサイン押印による確認が必要）、商標権利者の

身分証明書を、著作権に係るときは、著作権の権利証明、著作権者の身分証明書

を、それぞれ提出しなければならない 

（二） 権利侵害の疑いがある当事者の基本的な情報 

（三） 権利侵害の疑いがある理由と証拠 

（四） 苦情申立を代理人に委任しているときは、授権委任状を提出しなければならない 

 

第九条 

 本弁法の第八条の規定に合致しない場合、展示会の知的財産権苦情機構は、苦情申立人

又は請求人に関係資料を補充するよう速やかに通知しなければならない。補充がなされて

いない場合に、苦情を受け付けない。 

 

第十条 

 苦情申立人は、偽りの苦情資料を提出し、又はその他の事実と合っていない苦情申立に

よって、被申立人に損失をもたらした場合、それ相応の法的責任を負わなければならない。 

 

第十一条 

 展示会の知的財産権の苦情機構は、本弁法の第八条の規定に合致する苦情資料を受領し

た後、２４時間以内に、それを関連する知的財産権行政管理部門に移送しなければならな

い。 

 

第十二条 

 地方の知的財産権行政管理部門は、苦情又は処理の請求を受け付けた場合、展示会主催

者に通知し、かつ速やかに苦情被申立人又は被請求人に通知しなければならない。 
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第十三条 

 知的財産権侵害に関する苦情又は請求を処理する手続において、地方の知的財産権行政

管理部門は、展示会の展示期間に基づき、苦情被申立人又は被請求人の答弁期限を指定す

ることができる。 

 

第十四条 

 苦情被申立人又は被請求人が答弁書を提出した後、更なる調査が必要とされる場合を除

き、地方の知的財産権行政管理部門は、速やかに決定を行い、かつ双方の当事者に送付し

なければならない。 

 苦情被申立人又は被請求人が期限を過ぎても答弁書を提出しなかった場合、地方の知的

財産権行政管理部門による決定行為には影響しない。 

 

第十五条 

 展示会が終了した後、関連する知的財産権行政管理部門は、関連する処理の結果を展示

会主催者に通告しなければならない。展示会主催者は、展示会における知的財産権の保護

に関する統計分析業務をきちんとし、かつ関連状況を展示会の管理部門へ速やかに報告し

なければならない。 

 

第三章 展示会期間中における専利の保護 

 

第十六条 

 展示会の苦情機構が地方の知識産権局による協力を必要とする場合、地方の知識産権局

は、積極的に協力し、展示会における知的財産権の保護活動に参加しなければならない。

展示会期間中における地方の知識産権局の業務は、以下のようなものを含むことができる。 

（一） 展示会の苦情機構から移送された、専利権侵害の疑いがあるものに関する苦情を

受け付け、専利に関する法律法規の関連規定により処理を行なう 

（二） 専利権侵害の疑いのある展示項目に関する専利権侵害紛争の処理請求を受け付け、

専利法第六十条の規定により処理を行なう 

（三） 専利詐称の疑いのある展示項目に関する通報を受け付け、又は職権により展示項

目における専利詐称行為を取り締まり、専利法第六十三条の規定により処罰を与

える 

 

第十七条 

 以下のような状況のいずれかに該当する場合、地方の知識産権局は、専利権侵害に関す

る苦情又は処理の請求を受け付けない。 

（一） 苦情申立人又は請求人は既に人民法院に専利権侵害訴訟を提起した 

（二） 専利権は無効宣告請求手続中にある 

（三） 専利権について権利帰属紛争があり、人民法院による審理手続中又は専利業務管

理部門による調停手続中にある 

（四） 専利権が終了しており、専利権者は権利回復手続を行なっている 

 

第十八条 

 地方の知識産権局は、苦情被申立人又は被請求人に通知するときに、その場で調査によ

る証拠収集をし、事件と関連する文書を閲覧、複製し、当事者に尋ね、写真撮りや撮影な
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どの方法で現場検証し、又はサンプリングによる証拠収集をすることができる。 

 地方の知識産権局は証拠を収集するときに、記録を残し、担当職員と証拠収集される当

事者にサイン押印してもらわなければならない。証拠収集される当事者がサイン押印を拒

否する場合、記録にその原因を明記しなければならず、他の人が現場にいる場合、同時に

他の人にサインしてもらうこともできる。 

 

第四章 展示会期間中における商標の保護 

 

第十九条 

 展示会の苦情機構が地方の工商行政管理部門による協力を必要とする場合、地方の工商

行政管理部門は、積極的に協力し、展示会における知的財産権の保護活動に参加しなけれ

ばならない。展示会期間中における地方の工商行政管理部門の業務は、以下のようなもの

を含むことができる。 

（一） 展示会の苦情機構から移送された、商標権侵害の疑いがあるものに関する苦情を

受け付け、商標に関する法律法規の関連規定により処理を行なう 

（二） 商標法第五十二条の規定に合致する商標専用権侵害に関する苦情を受け付ける 

（三） 職権により商標違法事件を取り締まる 

 

第二十条 

 以下のような状況のいずれかに該当する場合、地方の工商行政管理部門は、商標権侵害

に関する苦情又は処理の請求を受け付けない。 

（一） 苦情申立人又は請求人は既に人民法院に商標権侵害訴訟を提起した 

（二） 商標権は既に消滅し、又は取り消された 

 

第二十一条 

 地方の工商行政管理部門は受付を決定した後、商標に関する法律法規などの関連規定に

より調査と処理を行なうことができる。 

 

第五章 展示会期間中における著作権の保護 

 

第二十二条 

 展示会の苦情機構が地方の著作権行政管理部門による協力を必要とする場合、地方の著

作権行政管理部門は、積極的に協力し、展示会における知的財産権の保護活動に参加しな

ければならない。展示会期間中における地方の著作権行政管理部門の業務は、以下のよう

なものを含むことができる。 

（一） 展示会の苦情機構から移送された、著作権侵害の疑いがあるものに関する苦情を

受け付け、著作権に関する法律法規の関連規定により処理を行なう 

（二） 著作権法第四十八条の規定に合致する著作権侵害に関する苦情を受け付け、著作

権法の関連規定により処罰を与える 

 

第二十三条 

 地方の著作権行政管理部門は、苦情又は請求を受け付けた後、以下のような手段を採用

して証拠を収集することができる。 

（一） 権利侵害の疑いがある行為に関連する文書ファイル、帳簿及びその他の書面の資
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料を閲覧、複製する 

（二） 権利侵害の疑いがある複製品について、サンプリングして証拠を収集する 

（三） 権利侵害の疑いがある複製品について、登記して保存する 

 

第二十四条 

 以下のような状況のいずれかに該当する場合、地方の著作権行政管理部門は、著作権侵

害に関する苦情又は処理の請求を受け付けない。 

（一） 苦情申立人又は請求人は既に人民法院に著作権侵害訴訟を提起した 

（二） 著作権について権利帰属紛争があり、人民法院による審理手続中、仲裁機構によ

る仲裁手続中、又は著作権の行政管理部門による調停手続中にある 

（三） 著作権の保護期間は既に終了した 

 

第六章 法的責任 

 

第二十五条 

 知的財産権侵害の疑いがあることに関する苦情について、地方の知的財産権行政管理部

門は権利侵害が成立すると認めた場合、展示会の管理部門と共同して、法により出展者を

処理しなければならない。 

 

第二十六条 

 専利権侵害の疑いがあることに関する処理の請求について、地方の知識産権局は、権利

侵害が成立すると認めた場合、専利法第十一条に定められた販売の申し出行為を禁止する

旨の規定、及び専利法第六十条に定められた権利侵害者に権利侵害行為を即時停止するよ

う命じる旨の規定により、処理の決定を下すべく、被請求人に対し、展示会から権利侵害

展示品を除去し、権利侵害展示品を紹介する宣伝資料を廃棄し、権利侵害項目を紹介する

展示用看板を交換するよう命じなければならない。 

 

第二十七条 

 展示会期間中において、専利詐称行為がある場合、地方の知識産権局は、専利法第六十

三条の規定により、処罰を与えなければならない。 

 

第二十八条 

 商標事件に関する処理の請求について、地方の工商行政管理部門は、権利侵害が成立す

ると認めた場合、「商標法」、「商標法実施条例」などの関連規定により、処罰を与えなけ

ればならない。 

 

第二十九条 

 著作権及び関連する権利の侵害に関する処理の請求について、地方の著作権行政管理部

門は、権利侵害が成立すると認めた場合、著作権法第四十八条の規定により処罰を与える

べく、権利侵害展示品及び権利侵害展示品を紹介する宣伝資料を没収、廃棄し、展示項目

を紹介する展示用看板を交換しなければならない。 

 

第三十条 

 調査を経て、申立てられ又は請求された展示項目が、人民法院又は知的財産権行政管理
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部門から、権利侵害が成立すると判定する旨の判決又は決定を下され、かつ法的効力を生

じた場合に、地方の知的財産権行政管理部門は、直接第二十六条、第二十七条、第二十八

条、第二十九条に定められた処理決定を下すことができる。 

 

第三十一条 

請求人が被請求人による権利侵害展示行為の差止めを請求するほか、さらに同一の被請

求人によるその他の知的財産権侵害行為の差止めを請求する場合、地方の知的財産権行政

管理部門は、その管轄区域内において発生している権利侵害の疑いがある行為について、

知的財産権に関連する法律法規及び規則の規定により処理することができる。 

 

第三十二条 

 出展者による権利侵害が成立している場合、展示会の管理部門は法により、関連する出

展者を公表することができる。出展者による権利侵害が二回以上連続して成立する場合、

展示会主催者は、かかる出展者の次回展示会への参加を禁止しなければならない。 

 

第三十三条 

 主催者が展示会における知的財産権の保護に最善を尽くしていない場合、展示会の管理

部門は、主催者に警告を与えるべく、かつ情状に応じて、それによる再度の展示会主催申

請を拒絶するものとする。 

 

第七章 附則 

 

第三十四条 

 展示会が終了した時点で事件の処理がまだ完結していない場合、事件に関連する事実と

証拠は展示会主催者の確認を経て、展示会主催地の知的財産権行政管理部門がそれを 15

日営業日以内に、管轄権を有する知的財産権行政管理部門へ移送して、法により処理する

ことができる。 

 

第三十五条 

 本弁法でいう知的財産権行政管理部門とは、専利、商標及び版権の行政管理部門を指し、

本弁法でいう展示会の管理部門とは、展示会の審査許可又は登記部門を指す。 

 

第三十六条 

 本弁法は、２０１１年   月   日から施行する。 

 

 


